
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
第

５
波
は
ど
う
や
ら
収
束
し
た
よ

う
だ
。
ピ
ー
ク
時
に
は
県
内
で

新
規
感
染
者
が
１
０
０
人
を
超

え
る
数
字
で
あ
っ
た
が
、
９
月

19
日
よ
り
新
規
感
染
者
数
は
一

桁
の
数
字
が
続
き
０
人
の
日
も

珍
し
く
な
い
。
ウ
イ
ル
ス
の
弱

毒
化
は
見
ら
れ
な
い
と
の
こ
と

な
の
で
、な
ぜ
こ
の
よ
う
に
急
激

に
収
束
し
た
の
か
は
謎
で
あ
る

こ
と
が
ま
た
薄
気
味
悪
い
。
県

民
一
人
一
人
の
努
力
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点

措
置
の
効
果
や
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
拡
が
り
等
複
数
の
要
因
に
寄

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
し
か

な
い
。
個
人
的
に
は
ワ
ク
チ
ン

接
種
と
不
顕
性
感
染
を
含
む
感

染
に
よ
り
集
団
免
疫
が
獲
得
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
希
望
的

観
測
も
含
め
考
え
て
い
る
が
…
。

こ
の
第
５
波
ま
で
直
接
的
に
コ

ロ
ナ
診
療
に
た
ず
さ
わ
っ
た
医

療
関
係
者
に
は
心
よ
り
の
感
謝

と
尊
敬
を
捧
げ
た
い
。

　

今
後
第
６
波
が
来
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
備
え
は

当
然
必
要
で
あ
る
。
感
染
防
止

策
の
継
続
に
加
え
、
大
き
な
波

と
な
っ
た
場
合
の
医
療
体
制
に

つ
い
て
、行
政
と
医
療
が
一
体
と

な
っ
た
対
応
策
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
来
年
４
月
に
は
３
年

に
１
度
の
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭

が
開
催
さ
れ
る
。
会
場
の
ほ
と

ん
ど
は
医
療
提
供
体
制
の
脆
弱

な
離
島
で
あ
り
、
そ
こ
に
例
年

通
り
で
あ
れ
ば
世
界
中
か
ら
人

が
集
ま
っ
て
く
る
。
現
在
の
状

況
で
中
止
や
延
期
の
決
断
を
下

す
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
反
面
教
師
に
、
今
か
ら
方

針
と
対
策
を
は
っ
き
り
と
示
す

べ
き
で
は
な
い
か
。（
花
）

　

岸
田
新
政
権
が
誕
生
し
、
10

月
31
日
投
票
の
衆
議
院
選
挙
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
の
選
挙
戦
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
は
一
定
の
落

着
き
に
向
か
っ
て
い
ま
す
が
、

冬
に
か
け
て
第
６
波
が
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
保
団
連
の
住
江

会
長
は
、「
今
こ
そ
感
染
症
対
応

の
大
原
則
に
立
ち
返
り
、
検
査

の
徹
底
、
自
粛
へ
の
十
分
な
補

償
、ワ
ク
チ
ン
接
種
の
徹
底
、自

宅
療
養
方
針
の
撤
回
な
ど
を
し

た
上
で
、
医
療
機
能
を
有
す
る

施
設
を
確
保
、
拡

充
し
て
早
期
の
治

療
に
着
手
す
べ
き
」

と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
地
域

の
医
療
機
関
は
日

常
診
療
に
加
え
て
、

発
熱
患
者
さ
ん
の

診
療
や
検
査
、
ワ

ク
チ
ン
接
種
な
ど

の
医
療
活
動
に
従

事
し
て
き
ま
し
た
。

　

2
0
2
2
年
診

療
報
酬
改
定
で
は
、

患
者
・
住
民
に
安
全
、安
心
で
必

要
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、

従
来
の
低
医
療
費
政
策
を
や
め
、

コ
ロ
ナ
対
策
で
疲
弊
し
た
医
療

機
関
を
立
て
直
し
、
感
染
症
対

策
に
強
い
体
制
を
確
立
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
負
担
を
心
配
し
て
の

受
診
抑
制
、
コ
ロ
ナ
禍
の
医
療

逼
迫
に
よ
る
入
院
や
手
術
、
健

診
の
延
期
、
感
染
を
心
配
し
て

の
通
院
手
控
え
に
よ
る
重
大
な

疾
患
の
見
逃
し
、
慢
性
疾
患
の

重
症
化
な
ど
、
懸
念
さ
れ
る
状

況
が
い
ま
だ
に
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
か
ら
患

者
さ
ん
や
住
民
の
い
の
ち
、
健

康
を
守
る
保
険
医
と
し
て
、
来

年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
大

幅
な
引
き
上
げ
と
患
者
負
担
の

軽
減
を
求
め
て
行
く
た
め
、
医

療
現
場
の
声
と
し
て「
疲
弊
し

た
医
療
提
供
体
制
を
立
て
直
す

診
療
報
酬
改
定
を
求
め
る
医
師
・

歯
科
医
師
要
請
署
名
」「
次
期
改

定
に
向
け
て
、金
パ
ラ「
逆
ザ
ヤ
」

の
抜
本
的
な
解
消
を
求
め
る
要

請
署
名
」「
保
険
で
よ
り
良
い
歯

科
医
療
を
求
め
る
署
名
」を
、首

相
、厚
労
大
臣
、地
元
選
出
国
会

議
員
に
届
け
、
２
０
２
２
年
診

療
報
酬
大
幅
改
定
を
実
現
さ
せ

ま
し
ょ
う
。
ご
協
力
を
お
願
い

致
し
ま
す
。

行
に
よ
り
国
民
に
誤
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
り
人
流
を
増
や
し

感
染
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
、
原

則
自
宅
療
養
と
し
多
く
の
在
宅

死
を
招
い
た
こ
と
、
持
続
化
給

付
金
や
家
賃
支
援
給
付
金
を
一

回
で
打
ち
切
っ
た
こ
と
や
医
療

機
関
へ
の
減
収
補
填
を
拒
否
し

続
け
た
事
な
ど
で
す
。

　

ま
と
め
る
と
、
①
科
学
を
無

視
す
る
政
治
姿
勢
、
②
国
民
へ

の
説
明
も
な
く
強
権
に
頼
る
政

治
姿
勢
、
③
コ
ロ
ナ
対
策
に
も

「
自
己
責
任
」の
論
理
を
持
ち
込

ん
だ
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
政

策
に
対
す
る
反
省
な
し
に
は
、

今
後
予
想
さ
れ
る「
第
6
波
」へ

の
対
応
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
予
約
不
要
の
無
料
検
査
の

拡
大
」「
国
民
の
皆
さ
ん
が
先
を

見
通
せ
る
よ
う
丁
寧
に
説
明
」

「
給
付
金
の
支
給
」な
ど
を
提
起

し
て
い
ま
す
が
、「
国
民
に
納
得

感
を
持
っ
て
も
ら
え
る
丁
寧
な

説
明
」が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

第
二
の
政
策
と
し
て
、「
大
胆

な
金
融
政
策
、
機
動
的
な
財
政

政
策
、
成
長
戦
略
の
推
進
に
努

め
ま
す
」と
し
ま
し
た
が
、こ
れ

は
安
倍
首
相
の
い
う「
三
本
の

矢
」と
同
じ
内
容
で
す
。

　

第
三
の
政
策
と
し
て「
外
交
、

安
全
保
障
」を
あ
げ
ま
し
た
が
、

「
被
爆
地
広
島
出
身
の
総
理
大

臣
と
し
て
」「
核
兵
器
の
な
い
世

界
」を
目
指
す
と
し
な
が
ら
も
、

核
兵
器
禁
止
条
約
に
つ
い
て
一

言
も
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、「
沖
縄
の
基
地
負
担
の
軽
減

に
取
り
組
」む
と
し
な
が
ら
も
、

普
天
間
基
地
の「
辺
野
古
沖
へ

の
移
設
工
事
を
進
め
ま
す
」
と

し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、「
政
治

と
カ
ネ
」「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」

に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
点
が
、
総
選
挙

の
争
点
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

政
策
と
し
て
、「
新
型
コ
ロ
ナ
対

応
」を
あ
げ
ま
し
た
。
安
倍
・
菅

政
権
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
問

題
点
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
抑
制

し
感
染
爆
発
を
引
き
起
こ
し
た

こ
と
、
従
来
の
保
健
所
削
減
政

策
に
よ
り
検
査
や
患
者
へ
の
対

応
が
不
十
分
に
な
っ
た
こ
と
、

「
地
域
医
療
構
想
」に
よ
る
病
床

削
減
政
策
、「
Ｇ
Ｏ 

Ｔ
Ｏ
事
業
」

の
実
施
や
東
京
五
輪
開
催
強

　

菅
首
相（
当
時
）が
政
権
を
投

げ
出
し
、
代
わ
っ
て
岸
田
文
雄

氏
が
第
1
0
0
代
総
理
大
臣
に

選
出
さ
れ
ま
し
た
。
新
内
閣
支

持
率
は
50
％
前
後
で
す
。
幹
事

長
人
事
や
、「
森
友
問
題
」
や
富

裕
層
・
大
企
業
税
制
の
見
直
し

に
対
す
る
見
解
の「
ブ
レ
」が
原

因
で
し
ょ
う
。

　

10
月
４
日
に
開
か
れ
た
臨
時

国
会
の
所
信
表
明
で
、
第
一
の
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やる気をひきだす雇用管理

診察室の窓から

診
療
報
酬
大
幅
引
上
げ
、患
者
負
担
軽
減
の

た
め
の
署
名
活
動
に
ご
協
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を

総
選
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の
争
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え
る

内閣総理大臣 殿 
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国会議員 各位    

 ２０２１年 10 月吉日 
香川県保険医協会

理事長 太田展生
                             

疲弊した医療提供体制を立て直す診療報酬改定を求める
医師・歯科医師要請署名

診療報酬は、 ～ 年（▲ ％、▲ ％、▲ ％、▲ ％）と ～ 年（▲

％、▲ ％、▲ ％、▲ ％）の都合８回の相次ぐマイナス改定により、 年

（ ％）と 年（ ％）を含めても、 年から ％以上の引き下げになっています。

こうした低医療費政策のもとでギリギリの経営を迫られていたところに、今回の新型コロナ

ウイルス感染症の拡大で患者減や感染防止などの費用増が生じました。 年度の国民医療

費は対前年度比 兆円減となり、多くの医療機関が診療報酬の減収で疲弊しています。

次回の診療報酬改定では、国民に安全、安心で、必要な医療を提供するため、これまでの低

医療費政策とコロナで疲弊したすべての医療機関・医療従事者を立て直し、新興感染症に強い

医療体制を確立する必要があります。同時に、国民・患者の負担も限界にきており、受診抑制

を招かぬよう患者負担を軽減すべきです。

私たち医師・歯科医師は、以下の事項を要望いたします。 

記 
 

一、国民に必要な医療を安定して提供するため、基本診療料（初・再診料、入院基本料など）

と算定頻度の高い診療行為を中心に、診療報酬を１０％以上引き上げること

一、新型コロナ感染症への対応に係る診療報酬である医科・歯科・入院の感染症対策実施加

算、乳幼児感染予防策加算についての評価を引き上げ、基本診療料に包括して恒久化する

ことを含め、改定に盛り込むこと

一、患者窓口負担を軽減すること

以上
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8
月
22
日（
日
）、
長
崎
県
保

険
医
協
会
よ
り
出
版
さ
れ
て
い

る
、『
病
気
を
持
っ
た
患
者
の
歯

科
治
療
～
医
科
か
ら
歯
科
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
』
を
テ
キ
ス
ト
に

し
て
、
編
集
に
携
わ
ら
れ
た
長

崎
県
保
険
医
協
会
医
科
の
専
門

医
の
先
生
方
を
講
師
と
し
て
、

セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
こ

の
テ
キ
ス
ト
は
コ
ン
パ
ク
ト
な

の
に
非
常
に
良
く
出
来
て
お

り
、
私
は
以
前
か
ら
診
療
室
に

　

２
０
２
１
年
８
月
７
日（
土
）

19
時
30
分
～
21
時
ま
で
、
マ
リ

ン
パ
レ
ス
さ
ぬ
き
に
お
い
て
歯

科
保
険
診
療
研
究
セ
ミ
ナ
ー

（
W
E
B
併
用
）が
、
講
師
に
暮

置
い
て
重
宝
し
て
い
た
。
主
な

疾
患
に
つ
い
て
、
①
病
気
の
ポ

イ
ン
ト
、
②
歯
科
診
療
時
の
注

意
点
、
③
常
用
薬
、
④
投
薬
時

の
注
意
点
、
⑤
歯
科
治
療
時
の

予
測
さ
れ
る
緊
急
事
態
と
対
応

法
、⑥
最
近
の
ト
ッ
ピ
ク
ス
、と

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
病

気
を
持
っ
た
患
者
が
来
ら
れ
た

時
に
は
、
診
療
の
合
間
に
手
軽

に
短
時
間
で
注
意
点
を
予
習
出

来
る
の
だ
。
ま
た
、
薬
剤
使
用

石
智
英
先
生（
岡
山
市
開
業
・
岡

山
県
保
険
医
協
会
理
事
・
指
導

監
査
対
策
室
室
長
・
指
導
、
監

査
、
処
分
取
消
訴
訟
支
援
ネ
ッ

ト
代
表
世
話
人
）を
お
招
き
し

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
題
は『「
法

治
国
家
」
日
本
に
お
け
る
保
険

診
療
』
で
す
。
な
ぜ
浸
麻
の
点

数
は
算
定
で
き
な
い
の
か
、
金

パ
ラ
の
逆
ザ
ヤ
に
耐
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
、
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
ク
ラ
ウ
ン
の
点
数
は
な
ぜ

こ
ん
な
に
低
い
の
か
、
個
別
指

導
に
は
質
問
検
査
権
が
無
い
の

に
な
ぜ
監
査
と
同
じ
よ
う
な
運

用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
？
守

秘
義
務
は
個
別
指
導
の
時
は
無

視
し
て
よ
い
の
？
自
主
返
還
て

「
自
主
」じ
ゃ
な
く
て「
命
令
」だ

上
の
注
意
一
覧
表
も
あ
り
、
処

方
時
に
も
活
用
で
き
る
。
今
回

の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
施
設
基
準
の

た
め
の「
緊
急
時
の
対
応
」「
医

療
事
故
対
策
」
の
受
講
証
が
発

行
さ
れ
る
事
も
あ
り
、
会
場
の

マ
リ
ン
パ
レ
ス
さ
ぬ
き
に
８
人
、

W
E
B
39
人
の
参
加
が
あ
っ
た
。

　

感
染
症
・
呼
吸
器
は
原
田
知

行
先
生
、
循
環
器
を
松
崎
忠
樹

先
生
、
緊
急
時
の
対
応
と
処
置

を
法
村
大
輔
先
生
、
に
詳
し
く

解
説
し
て
頂
い
た
。
特
に
呼
吸

器
で
は
、
最
近
コ
ロ
ナ
感
染
で

も
話
題
に
な
る
パ
ル
ス
オ
キ
シ

メ
ー
タ
ー
の
使
い
方
に
つ
い
て
、

高
齢
者
は
指
間
差
が
あ
る
の
で
、

一
本
の
指
だ
け
で
な
く
複
数
の

指
を
測
定
し
判
定
す
る
必
要
が

あ
る
事
や
、
指
先
が
冷
え
て
い

る
と
正
確
な
値
が
出
な
い
事
を

改
め
て
確
認
で
き
た
。
セ
ミ
ナ
ー

受
講
で
き
な
か
っ
た
先
生
方
に

も
、是
非
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
使
っ

て
頂
き
た
い
。
ま
た
、最
後
に
長

崎
県
保
険
医
協
会
で
の
医
科
歯

科
連
携
の
現
状
と
問
題
点
に
つ

い
て
解
説
し
て
頂
き
、
長
崎
で

は
毎
年「
日
常
診
療
経
験
交
流

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」と「
医
科
歯

科
合
同
研
究
会
」
を
行
っ
て
い

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
よ
り
一
層

の
充
実
を
図
っ
て
お
り
、
香
川

県
も
医
科
歯
科
連
携
を
さ
ら
に

推
進
し
な
け
れ
ば
と
感
じ
た
。

（
さ
ぬ
き
市　

阿
部
正
信
）

よ
ね
…
。
多
く
の
保
険
医
が
疑

問
に
思
う
こ
と
で
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
保
険
医

は
保
険
診
療
を
担
い
、
国
民
の

健
康
に
資
す
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
保
険
診
療
に
は

算
定
ル
ー
ル
や
指
導
監
査
な
ど

様
々
な
ル
ー
ル
が
あ
り
我
々
保

険
医
は
こ
れ
ら
を
厳
守
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
法

治
国
家
で
す
の
で
、
我
々
の
監

督
官
庁
で
あ
る
厚
生
労
働
省
も

ル
ー
ル
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

さ
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

が
、
お
互
い
に
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ル
ー
ル
で
す
。
は
た

し
て
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
は
合
法

で
、適
切
に
策
定
、運
用
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
あ
ま
り

に
も
不
平
等
、
理
不
尽
で
非
合

理
過
ぎ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ご
想
像
の
通
り
、
我
々
を
取
り

巻
く
ル
ー
ル
は
策
定
か
ら
運
用

ま
で
、恣
意
的
で
不
合
理
で
す
。

先
生
の
努
力
に
よ
り
、
個
別
指

導
に
お
け
る
録
音
を
勝
ち
取
り
、

弁
護
士
の
帯
同
が
あ
た
り
ま
え

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
問
題
は
、

日
弁
連
の
意
見
書
や
健
保
法
改

正
研
究
会
の
活
発
な
活
動
な
ど
、

法
律
家
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。「
運
用
改
善
」

な
ど
と
い
う「
ご
ま
か
し
」で
済

ま
し
て
よ
い
問
題
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

　

今
回
は
、
開
示
請
求
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
膨
大
な
行

政
文
書
や
弁
護
士
を
は
じ
め
と

す
る
法
律
の
専
門
家
の
見
解
、

意
見
な
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
、
我
々
を
取
り
巻
く
ル
ー
ル

を
深
堀
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

1
．
個
別
指
導 

・ 

根
拠
法
に
よ

り
出
席
義
務
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
我
々
に
対
し
て
質
問
す
る

権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黙
秘
し

て
も
構
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
歴

史
的
な
背
景
に
よ
り
、
強
制
的

な
取
り
調
べ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
労
省
が
ル
ー
ル
を
決
め
、
裁

き
罰
し
ま
す
。
他
者
の
介
入
も

な
く
、
や
り
た
い
放
題
に
な
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。
指
導
方
法
、

目
的
、
方
針
、
形
態
、
結
果
に
つ

い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

2
．
個
別
指
導
の
実
害 

・ 

再
指

導
に
な
る
率
は
年
々
増
加
し
、

新
規
指
導
で
も
２
割
が
再
指
導

と
全
体
で
は
４
割
強
が
再
指
導

で
す
。
集
団
的
個
別
指
導
を
受

け
た
医
師
は
、
見
せ
し
め
の
た

め
翌
年
の
個
別
指
導
の
標
的
に

す
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
ら
し

い
で
す
。
こ
れ
で
は
、国
民
に
対

す
る
必
要
な
医
療
が
提
供
さ
れ

ま
せ
ん
。
自
主
返
還
は
、三
十
億

円
以
上
。
全
て
萎
縮
診
療
さ
せ

て
、
医
療
費
二
割
程
度
の
削
減

を
目
標
と
し
、
１
医
院
に
つ
き

月
当
た
り
四
十
万
円
平
均
削
減

を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

3
．
開
示
資
料 

・ 

理
不
尽
な
算

定
ル
ー
ル
。
個
々
の
点
数
に
根

拠
は
な
く
、
原
価
は
考
慮
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
財
政
的
、
政
治

的
判
断
で
総
合
的
に
決
定
し
て

い
る
そ
う
で
す
。

4
．
権
利 

・ 

保
管
義
務
の
な
い

資
料
書
類
は
持
っ
て
い
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
指
導
開
始
前

の
審
査
は
、
拒
否
し
ま
す
。
録

音
は
、
控
室
に
入
っ
た
ら
す
ぐ

に
始
め
ま
す
。
録
音
が
な
い
と
、

あ
と
で
守
る
も
の
が
あ
り
ま
せ

ん
。
指
導
を
受
け
る
権
利
が
あ

り
、
指
導
後
の
指
摘
事
項
の
改

善
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
く
。

ほ
と
ん
ど
権
利
の
行
使
が
で
き

て
い
ま
せ
ん
。

　

個
別
指
導
で
見
ら
れ
る
項
目

は
、
基
本
的
に
は
カ
ル
テ
だ
け

で
す
。
カ
ル
テ
を
い
か
に
き
ち

ん
と
書
く
か
‼
で
す
。
指
導
は
、

保
険
診
療
の
質
的
向
上
及
び
適

正
化
を
図
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
際
は
そ
ん
な
気
は

な
く
、集
金
制
度
だ
そ
う
で
す
。

（
高
松
市　

宮
脇
守
男
）

　

皆
さ
ん
は
深
い
レ
ジ
ン
コ
ア

窩
洞
に
直
接
法
で
築
造
さ
れ
る

場
合
、
ど
の
よ
う
な
ボ
ン
デ
ィ

ン
グ
剤
を
使
わ
れ
て
い
ま
す

か
？
一
般
的
な
光
重
合
型
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
剤
を
使
用
す
る
と
窩

底
や
ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
部
に
光

が
届
く
か
ど
う
か
気
に
な
っ
た

り
す
る
の
で
は
無
い
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
こ
で
私
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
で

は『
ボ
ン
ド
マ
ー 

ラ
イ
ト
レ
ス

（
ト
ク
ヤ
マ
デ
ン
タ
ル
）』
と
い

う
化
学
重
合
型
の
ボ
ン
デ
ィ
ン

グ
剤
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ

の
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
剤
は
様
々
な

用
途
に
簡
単
に
使
え
る
ボ
ン
ド

と
プ
ラ
イ
マ
ー
の
機
能
を
有
す

る
材
料
で
、
塗
布
後
の
待
ち
時

間
が
ゼ
ロ
で
光
照
射
も
必
要
な

い
こ
と
が
特
徴
で
す
。
こ
の
特

徴
に
よ
り
、
光
が
届
き
に
く
い

窩
洞
に
限
ら
ず
、
口
腔
内
で
の

操
作
時
間
が
十
分
に
得
ら
れ
な

い
小
児
や
訪
問
歯
科
で
の
使
用

に
も
有
用
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
歯
質
の
み
な
ら
ず
様
々
な

素
材
の
前
処
理
に
使
用
で
き
る

た
め
、
汎
用
性
も
高
い
と
思
わ

れ
ま
す
。（

高
松
市　

白
井
広
樹
）ボンドマー ライトレス（2017年6月21日上市）

病
気
を
持
っ
た
患
者
の
歯
科
治
療

～
事
故
を
お
こ
さ
な
い
た
め
、医
科
か
ら
歯
科
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
～

個
別
指
導
の
根
拠
法
・
算
定
ル
ー
ル
を
学
ぶ

歯
科
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

歯
科
保
険
診
療
研
究
会
を
開
催

化
学
重
合
型
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
剤

臨
床
の
ヒ
ン
ト

part5
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※「
2
0
2
0
年
度
学
校
健
診

後
治
療
調
査
」
は
、
香
川
県
内

の
公
立
、
私
立
の
小
学
校
・
中

学
校
・
高
等
学
校
・
特
別
支
援

学
校
を
対
象
に
2
0
2
1
年

2
月
5
日
～
3
月
31
日
に
か

け
て
行
い
ま
し
た
。
調
査
票
を

2
8
4
校
へ
送
付
し
、91
校（
回

収
率
32
・
0
％
）か
ら
回
答
が

あ
り
ま
し
た
。

■“
受
診
で
き
な
い
”児
童
・
生

徒
た
ち
は
増
加
し
て
い
ま
す

　

学
校
健
診
で「
医
療
機
関
へ

の
受
診
が
必
要
と
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
受
診
で
き
て
い

な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
る
」こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
急
拡
大
に
よ
り
、
香
川
県

保
険
医
協
会
が
2
0
2
1
年

に
実
施
し
た「
2
0
2
0
年
度

学
校
健
診
後
治
療
調
査
」で
は
、

未
受
診
の
割
合
は
、
下
記【
図

表
】の
よ
う
に
な
り
、
未
受
診

の
児
童
・
生
徒
数
は
、
昨
年
度

全
国
調
査
と
同
じ
く
高
い
傾

向
を
示
し
て
い
ま
す
。

 

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
広
範
囲
に
わ
た
る
影
響
事

例
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す　

　

具
体
的
な
事
例
を
見
る
と
、

「
肥
満
児
童
・
生
徒
の
増
加
」、

「
視
力
低
下
」、「
保
健
室
登
校

の
増
加
」「
虫
歯
の
あ
る
児
童
・

生
徒
の
増
加
」な
ど
多
数
の
問

題
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
不
登
校
、
授
業
に
欠
席
ぎ

み
、
登
校
を
し
ぶ
る
児
童
・
生

徒
が
い
る
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
昨
年
度
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
よ
る
休

校
措
置
に
よ
り
、
ゲ
ー
ム
な
ど

の
メ
デ
ィ
ア
に
費
や
す
時
間
が

増
加
し
た
こ
と
で
、
生
活
リ
ズ

ム
の
乱
れ
が
定
着
し
て
い
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
視

力
低
下
の
影
響
が
出
て
お
り
、

歯
科
で
は
虫
歯
の
み
で
な
く
歯

垢
の
付
着
や
歯
肉
炎
の
増
加

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
コ
ロ
ナ
禍
の
今
こ
そ
、
国
・

自
治
体
・
地
域
で
の
積
極
的
な

対
策
を

　

未
受
診
の
背
景
と
し
て「
健

康
状
態
に
対
す
る
親
の
理
解

不
足
」「
無
関
心
」「
共
働
き
」「
経

済
的
困
難
」「
ひ
と
り
親
家
庭
」

な
ど
が
あ
り
、
健
診
後
の
受
診

に
つ
な
が
ら
な
い
児
童
・
生
徒

は
家
庭
に
何
ら
か
の
問
題
を

抱
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
前
述
の
状
況
が

改
善
さ
れ
な
い
な
か
で
、今
回
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
よ
る「
受
診
控
え
」
が
加

わ
り
、
児
童
・
生
徒
を
取
り
巻

く
健
康
状
況
が
悪
化
し
て
い

ま
す
。
児
童
・
生
徒
の
健
全
な

成
長
・
発
達
を
保
障
す
る
う
え

で
、
必
要
な
受
診
を
促
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
自
治
体
・
学

校
・
医
療
関
係
者
・
地
域
が
連

携
し
た
積
極
的
な
対
応
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

る
割
増
賃
金（
労
基
法
37
条
）

③
年
次
有
給
休
暇
中
の
賃
金（
労

基
法
39
条
9
項
）

④
休
業
手
当（
労
基
法
26
条
）　

等

 

■
賃
金
台
帳
等
の
記
録
の
保
存

期
間
の
延
長
も

　

事
業
者
が
保
存
す
べ
き
賃
金

台
帳
等
の
記
録
の
保
存
期
間
に

つ
い
て
、5
年
に
延
長
し
つ
つ
、

当
分
の
間
は
そ
の
期
間
は
3
年

と
な
り
ま
す
。

○
保
存
期
間
延
長
の
対
象
と
な

る
も
の

①
労
働
者
名
簿

②
賃
金
台
帳

③
雇
入
れ
に
関
す
る
書
類
…
雇

入
決
定
関
係
書
類
、契
約
書
、

労
働
条
件
通
知
書
、
履
歴
書　

等
④
解
雇
に
関
す
る
書
類

⑤
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

⑥
賃
金
に
関
す
る
書
類

⑦
そ
の
他
の
労
働
関
係
に
関
す

る
重
要
な
書
類
…
出
勤
簿
、

タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
記
録
、

労
使
協
定
の
協
定
書
、
退
職

関
係
書
類　

等

⑧
労
基
法
施
行
規
則
・
労
働
時

間
等
設
定
改
善
法
施
行
規
則

で
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て

い
る
記
録

■
付
加
金
の
請
求
を
行
う
こ
と

の
で
き
る
期
間
の
延
長

　

2
0
2
0
年
4
月
1
日
以
降

に
、
割
増
賃
金
等
の
支
払
が
さ

れ
な
か
っ
た
等
の
違
反
が
あ
っ

た
場
合
、
付
加
金
を
請
求
で
き

る
期
間
を
5
年（
こ
れ
ま
で
は

2
年
）に
延
長
し
つ
つ
、当
分
の

間
は
そ
の
期
間
は
3
年
と
な
り

ま
す
。

○
付
加
金
制
度
の
対
象
と
な
る

も
の

　

解
雇
予
告
手
当（
労
基
法
20

条
1
項
）、
休
業
手
当（
労
基
法

26
条
）、
割
増
賃
金（
労
基
法
37

条
）、年
次
有
給
休
暇
中
の
賃
金

（
労
基
法
39
条
9
項
）

※
付
加
金
と
は
、
裁
判
所
が
、

労
働
者
の
請
求
に
よ
り
、
事
業

主
に
対
し
て
未
払
賃
金
に
加
え

て
支
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の

■
年
次
有
給
休
暇
請
求
権
は
現

行
の
消
滅
時
効
期
間（
２
年
）が

維
持
さ
れ
る

　

年
次
有
給
休
暇
の
権
利
は
、

労
基
法
1
1
5
条
の
規
定
に
よ

り
、2
年
間
で
時
効
に
よ
っ
て
消

滅
し
ま
す
。
年
次
有
給
休
暇
は
、

基
準
日
に
発
生
す
る
も
の
で
あ

る
の
で
、基
準
日
か
ら
起
算
し
て

2
年
間
、す
な
わ
ち
、当
年
度
の

初
日
に
発
生
し
た
休
暇
に
つ
い

て
は
、
翌
年
度
末
で
時
効
に
よ

り
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

年
次
有
給
休
暇
は
、
職
員
の

健
康
確
保
及
び
心
身
の
疲
労
回

復
等
の
制
度
趣
旨
を
踏
ま
え
れ

ば
、
年
休
権
が
発
生
し
た
年
の

中
で
確
実
に
取
得
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、仮
に

消
滅
時
効
期
間
を
現
行
よ
り
長

く
し
た
場
合
は
、
こ
の
制
度
の

趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

 　

中
小
企
業
に
つ
い
て
の
猶
予

措
置
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

全
て
の
職
員
の
皆
さ
ん
が
対
象

で
す
。

【
改
正
前
】

　

労
働
基
準
法
第
１
１
５
条　

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
賃
金

（
退
職
手
当
を
除
く
。）、災
害
補

償
そ
の
他
の
請
求
権
は
2
年
間
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
請
求
権
は
5
年
間
行
わ

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
時
効

に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

 

概
要　

労
基
法
の
規
定
に
よ
る

請
求
権
に
つ
い
て
、
消
滅
時
効

を
規
定
。

趣
旨　

労
基
法
の
規
定
に
よ
る

請
求
権
に
つ
い
て
、
退
職
手
当

を
除
く
請
求
権
は
2
年
間
、
退

職
手
当
の
請
求
権
は
5
年
間
の

消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の
。

 

■
賃
金
請
求
権
の
消
滅
時
効
期

間
の
延
長

　

2
0
2
0
年
4
月
1
日
以
降

に
支
払
期
日
が
到
来
す
る
全
て

の
労
働
者
の
賃
金
請
求
権
に
つ

い
て
の
消
滅
時
効
期
間
を
賃
金

支
払
期
日
か
ら
5
年（
こ
れ
ま
で

は
2
年
）に
延
長
し
つ
つ
、当
分

の
間
は
そ
の
期
間
は
3
年
と
な

り
ま
す
。
な
お
、退
職
金
請
求
権

（
現
行
5
年
）等
の
消
滅
時
効
期

間
等
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
時
効
期
間
延
長
の
対
象
と
な

る
も
の

①
賃
金
の
支
払（
労
基
法
24
条
）

②
時
間
外
・
休
日
労
働
等
に
対
す

賃金請求権の消滅時効期間

記録の保存期間

付加金の請求期間

5 年（当分の間は３年）

5 年（当分の間は３年）

5 年（当分の間は３年）

⇒

⇒

⇒

改正前

2 年

3 年

2 年

改正後

香
川
県
保
険
医
協
会
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
後

「
2
0
2
0
年
度
学
校
健
診
後
治
療
調
査
」（
詳
細
）

や
る
気
を
引
き
出
す
雇
用
管
理

未
払
賃
金
が
請
求
で
き
る
期
間
等
が

延
長（
２
０
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
）

社
会
保
険
労
務
士
　
桂 

好
志
郎

2020年度調査

要受診率 未受診率

歯 科 31.6％ 56.6％

眼 科 5.0％ 47.4％

視力検 査 31.7％ 53.1％

耳 鼻 科 14.9％ 43.3％

聴力検査 1.3％ 33.6％

内 科 2.8％ 33.5％

年次有給休暇の繰越しと時効

年
次
有
給
休
暇

2年で時効消滅

当年度 翌年度

消滅権利発生

未消化分
翌年度繰越し可能

基準日
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年
代
か
ら
気
象
の
研
究
の
道

に
進
み
、60
年
代
に
は
C
O
2

濃
度
が
地
球
温
暖
化
に
関
わ

る
こ
と
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、大
気
の
流
れ
と
海
洋

の
循
環
を
組
み
合
わ
せ
て
長

期
気
候
予
報
を
可
能
と
す
る

「
大
気
海
洋
結
合
モ
デ
ル
」
を

開
発
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、

今
回
の
受
賞
と
な
っ
た
の
で

す
。

　

真
鍋
氏
は
愛
媛
県
四
国
中

央
市
の
山
間
部
の
開
業
医
の

家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。

朝
の
寒
い
日
に
漂
う
朝
霧
を

目
に
し
て
育
っ
て
い
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
後
東
京
大
学

に
進
み
周
囲
か
ら
医
師
の
道

に
進
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
つ

つ
、地
球
科
学
の
分
野
で
研
究

を
進
め
ま
し
た
。

　

真
鍋
氏
は
後
に
ア
メ
リ
カ

で
の
研
究
生
活
に
入
る
の
で

す
が
、そ
の
理
由
と
し
て
日
本

で
研
究
を
続
け
る
に
は
、「
私

は
協
調
性
が
な
い
か
ら
」と
述

べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、日
本
の

研
究
状
況
に
つ
い
て
実
用
的

研
究
だ
け
で
は
な
く
て
、好
奇

心
を
満
た
す
、基
礎
研
究
に
力

を
入
れ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。

　

目
先
の
現
象
を
追
う
だ
け

で
は
な
く
、ま
さ
に
地
球
的
視

野
で
今
を
そ
し
て
未
来
を
俯

瞰
す
る
重
要
性
感
じ
ま
し
た
。

出
身
の
主
人
公
モ
ネ
が
牡
蠣

漁
師
で
あ
る
祖
父
の
知
り
合

い
の
山
村
の
山
地
主
の
女
性

の
家
に
同
居
し
、そ
の
人
の
生

き
方
に
強
い
影
響
を
受
け
な

が
ら
林
業
に
関
わ
っ
て
い
く

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
や

が
て
未
来
を「
予
測
」す
る
天

気
予
報
の
仕
事
に
あ
こ
が
れ

気
象
予
報
士
と
し
て
活
躍
し
、

　

換
気
の
た
め
に
開
け
て
い

る
診
療
室
の
窓
か
ら
入
っ
て

く
る
幾
分
涼
し
い
風
を
感
じ

る
こ
の
頃
と
な
り
ま
し
た
。

　

診
療
前
に
、N
H
K
連
続
テ

レ
ビ
小
説「
お
か
え
り
モ
ネ
」

を
見
る
こ
と
が
楽
し
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
安
達
奈
緒
子
さ
ん

原
作
で
す
。
宮
城
県
気
仙
沼
の

漁
業
で
成
り
立
っ
て
い
る
島

地
元
に
貢
献
を
目
指
し
、島
に

帰
り
奮
闘
す
る
と
い
う
ド
ラ

マ
で
す
。

　

モ
ネ
の
朝
ド
ラ
の
主
人
公

に
あ
り
が
ち
な
自
己
中
心
的

で
や
た
ら
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性

格
で
は
な
く
、内
向
的
で
あ
り

な
が
ら
、
こ
こ
一
番
で「
し
ぶ

と
く
」頑
張
る
姿
に
好
感
を
覚

え
ま
す
。
主
題
歌
の
疾
走
感
の

あ
る
楽
曲「
な
な
い
ろ
」も
朝

に
は
ぴ
っ
た
り
な
感
じ
で
す
。

　

先
日
、真
鍋
淑
郎
氏
が
ノ
ー

ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。
真
鍋
氏
は
1
9
5
0

ｂ
〉

19
日（
日
） 

第
36
回
保
団
連
医

療
研
フ
ォ
ー
ラ
ム〈
ｗ
ｅ
ｂ
〉

21
日（
火
） 

歯
科
臨
床
懇
話

会「
マ
ス
タ
ー
し
た
い
口
腔

外
科
手
術
と
イ
ン
プ
ラ
ン
ト

治
療
の
た
め
の
基
本
／
基
礎

A
t
o
Z
」
助
川
信
太
郎
先

生（
香
川
県
立
中
央
病
院
）他

〈
ホ
テ
ル
マ
リ
ン
パ
レ
ス
さ
ぬ

き
〉

26
日（
日
） 

歯
科
セ
ミ
ナ
ー「
歯

科
矯
正
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査 

ー
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
を
通
し
た
治
療
難
易
度

判
定
ー
」田
中
栄
二
先
生（
徳

島
大
学
大
学
院
医
歯
薬
学
研

究
部 

口
腔
顎
顔
面
矯
正
学

分
野 

教
授
）〈
ホ
テ
ル
マ
リ
ン

パ
レ
ス
さ
ぬ
き
〉

30
日（
木
） 

理
事
会〈
協
会
事
務

所
〉

　

市
民
と
野
党
が
連
合
し
て

政
策
を
作
り
政
権
を
担
う
と

言
う
。
与
党
は
こ
れ
ま
で
の
実

績
に
新
し
い
言
葉
で
飾
り
付

け
を
し
て
野
党
に
対
抗
す
る
。

ま
や
か
し
の
言
葉
を
見
抜
き
、

雰
囲
気
に
流
さ
れ
ず
正
し
い
選

・
協
会
組
織
、
共
済
募
集
状
況

に
つ
い
て
報
告
が
さ
れ
た
。

・
総
選
挙
対
策
と
し
て
政
党
及

び
予
定
候
補
者
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
。
結
果
は
会
報
折

込
み
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
予
定
。

・
歯
科
会
員
署
名「
金
パ
ラ
」、

会
員
署
名「
診
療
報
酬
改
善
」

は
取
組
継
続
中

・
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
に
つ
い

て
、
理
事
会
声
明
を
発
表
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
保
団
連
組
織
部
会
・
組
織
担

当
交
流
会
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。

・
保
団
連
病
院
有
床
セ
ミ
ナ
ー

に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た

・
医
療
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い

て
報
告
が
あ
っ
た
。

・
第
１
５
６
回
保
団
連
四
国
ブ

ロ
ッ
ク
会
議（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

香
川
主
務
）に
つ
い
て
確
認
し

た
。

・
前
回
の
理
事
懇
談
会
の
審
議

内
容
を
確
認
し
、承
認
し
た
。

・
各
部
会
、
取
り
組
み
等
の
日

程
を
確
認
し
た
。

9
月

2
日（
木
） 
歯
科
部
会〈
協
会
事

務
所
〉

5
日（
日
） 

歯
科
セ
ミ
ナ
ー「
ス

ー
パ
ー
ボ
ン
ド
シ
ー
ラ
ー
に

よ
る
根
充
」
西
岡
政
道
先
生

（
高
知
市
開
業
）〈
ホ
テ
ル
マ
リ

ン
パ
レ
ス
さ
ぬ
き
〉

5
日（
日
） 

第
1
5
5
回
保
団

連
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議〈
ｗ
ｅ

9
月
理
事
会

択
を
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は

日
頃
か
ら
国
民
の
代
表
者
で
あ

る
政
治
家
と
私
た
ち
市
民
が

対
等
に
議
論
し
あ
う
こ
と
が
で

き
る
土
俵
が
必
要
だ
。
政
治
家

よ
、
選
挙
の
時
だ
け
で
な
く
普

段
か
ら
地
元
の
市
民
と
の
対

話
を
大
切
に
せ
よ
。
国
会
で
忖

度
の
な
い
堂
々
と
し
た
議
論
を

戦
わ
せ
て
く
れ
。（
眞
）

お申込・お問い合わせは、保険医協会まで。tel 087-802-1335 fax 087-802-1336

医科歯科合同セミナーのご案内

すべての男性の悩み
男性更年期と

前立腺疾患について
日時：	2021年11月27日（土）
	 19：00〜20：20
講師：	杉元	幹史先生
	 （香川大学医学部泌尿器科教授）

会場：	マリンパレスさぬき
	 （高松市福岡町2-3-4）
	 WEB併用

医科歯科合同セミナーのご案内

矯正歯科における
スクリーニング検査

日時：	2021年11月20日（土）
	 19：00〜20：30
講師：	管野	貴浩先生
	 （島根大学医学部歯科口腔外科学講座教授）

会場：	マリンパレスさぬき
	 （高松市福岡町2-3-4）
	 WEB併用

歯科セミナーのご案内

高齢者の歯科医療は
健康延伸に貢献できる

日時：	2021年12月12日（日）
	 9：30〜12：30
講師：	高橋	慶壮先生
	 （奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病分野教授）

会場：	マリンパレスさぬき
	 （高松市福岡町2-3-4）
	 WEB併用

○法律相談　要予約
弁護士　平井功祥先生
日時　11月11日（木）午後２時〜３時半

場所　平井法律事務所
　　 （高松市丸の内7-17）

※事前に保険医協会へお申し込み下さい。
※相談時間はお一人30分程度です。
※30分の相談は無料ですが、その後は弁護

士とご相談下さい。

○税務相談　要予約
日時　11月18日（木）午後２時〜３時半

場所　佐藤克哉税理士事務所
　　 （高松市上福岡町758-8）

※事前に保険医協会へお申し込み下さい。
※相談時間はお一人30分程度です。
※30分の相談は無料ですが、その後は税

理士とご相談下さい。
※税務調査のご相談は協会まで

今
日
の
空
模
様

高
松
市
　
小
野
　
耕
資

89
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